
 

住宅用火災警報器を 
点検しましょう！！ 

てから１０年以上が経ちました。この警報器は交換 

住宅用火災警報器の設置が消防法によって義務化され 

の目安が１０年とされています。設置時期がわから 

ない場合は、点検を実施しましょう。 

塩防くん 

正常な場合は？ 音が鳴らない場合は？ 

塩釜地区消防事務組合 

七ヶ浜消防署 022-３５４-１８６７ 
本部予防課  022-３６１-１６１６ 

多賀城消防署 022-３６６-０１７７ 
塩釜消防署  022-３６１-１６３４ 

西部出張所  022-３６８-１３１３ 

松島消防署  022-３５３-６３９３ 

利府消防署  022-３５４-０７７４ 

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。 

 

つけてて良かった！ 

交換が必要なら！ 
 →住宅用火災警報器のページへ 

 

→住宅用火災警報器設置による奏 
功事例のページへ 


